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一般社団法人日本ケーブルテレビ連盟「経営⼒向上推進機関」認定を取得 
 

一般社団法人日本ケーブルテレビ連盟（理事⻑：吉崎 正弘、所在地：東京都中央区、以下 JCTA）は、中小企
業等経営強化法(平成 11 年法律第 18 号)第 26 条第 1 項の規定に基づき、平成 29 年 8 月 16 日、総務大臣
より、有線テレビジョン放送分野における経営⼒向上推進機関として認定されました。 
 
経営⼒向上推進機関は、事業分野別指針(※1)に定められた事項に関する普及啓発および研修、有線テレビジョン放
送分野における経営⼒向上に関する最新の知⾒に関する情報の収集、整理及び分析並びに調査研究などの業務を
⾏うための知⾒および能⼒を有することなどが条件に定められており、認定のメリットの一例として厚⽣労働省が実施する
人材開発⽀援助成⾦(※2)の申請が可能となります。今後も JCTA は、普及啓発および研修、調査研究などの業務を
⾏うことによりケーブルテレビ業界の経営⼒や競争⼒向上につなげていくことを目指していきます。 
 
■JCTA の認定に関する総務省の報道発表 
http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01ryutsu12_02000087.html 
 
■JCTA の認定に関する中小企業庁のホームページ 
http://www.chusho.meti.go.jp/keiei/kyoka/index.html 
 
(※1)有線テレビジョン放送業に係る経営⼒向上に関する指針 
http://www.soumu.go.jp/menu_seisaku/ictseisaku/housou_suishin/SME_support/catv.html 
 

(※2)人材開発⽀援助成⾦ 
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/d01-1.html 
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〜本件に関するお問合せは下記までお願いいたします〜 
一般社団法人日本ケーブルテレビ連盟 企画部 担当：湊、近藤 TEL：03-3566-8200 
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